
燃料費調整に係る上限価格の撤廃に関するお知らせ 

 

おきなわコープエナジー株式会社は、表記のとおり、１１月検針分から「燃料費調整に係る上限価格の

撤廃」を実施させていただきますので、お知らせいたします。 

    

⑴ 高圧契約のお客様 

○燃料費調整単価は、引き続き沖縄電力様と同一計算方法としますが上限を撤廃致します。 

11 月ご請求時の燃料調整単価は未発表ですが、10 月分の条件で計算すると 14.79 円/kWh と

なります。 

燃料調整単価の計算式は以下の通りです 

 

⑵ 低圧契約のお客様 

〇燃料費調整単価は、引き続き沖縄電力様と同一計算方法としますが上限を撤廃致します 

但し、当面の期間は燃料価格高騰を踏まえた特別措置として上限価格の設定をします。 

上限価格の設定は（撤廃後の燃料調整単価）―3.98）÷２）＋3.98円/kWh とします。 

※3.98円/kWhは、現在設定中の燃料費調整単価の上限価格です。 

※11月ご請求時の燃料費調整単価は未発表ですが、10月分の条件で計算すると9.66円/kWhと

なります。 

燃料調整単価の計算式は以下の通りです。 

 

    

〇「コープでんきＳプラン」については、現在の燃料費調整単価からの変更はいたしません。 

現在、コープでんきＭプラン、法人プランをご契約している方で、「コープでんきＳプラン」へ変更を

ご希望する方は、弊社までご連絡（０１２０―９６８－５４０）ください。 

●平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β （100円未満の端数は、10円の位で四捨五入）

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格

α＝0.2410

β＝1.1282

●１キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を上回る場合の計算式

●沖縄電力の供給契約での基準単価

高圧： 0.305 円/kWh

※今年４月時点で、平均燃料価格は、38,100円となり毎月上昇しています

基準単価/1,000＝（平均燃料価格－25,100円）×　燃料費調整単価

●平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β （100円未満の端数は、10円の位で四捨五入）

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格

α＝0.2410

β＝1.1282

●１キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を上回る場合の計算式

●沖縄電力の供給契約での基準単価

低圧： 0.316 円/kWh

※今年４月時点で、平均燃料価格は、38,100円となり毎月上昇しています

基準単価/1,000＝（平均燃料価格－25,100円）×　燃料費調整単価


